
長崎県入札制度説明会
（平成３０年度概要説明）
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○改定内容
改定１：総合評価落札方式の適用拡大
改定２：特別簡易型【事後評価・同時提出タイプ（担い

手育成）】の適用拡大
改定３：総合評価落札方式における履行確実性評価方

式の導入について
改定４：総合評価落札方式の工種追加について
改定５：総合評価落札方式の評価内容の変更
改定６：技術資料提出方法の見直し

○周知等
周知１：工事成績評定一覧表の提出について
周知２：企業の施工能力評価事前審査制度について
周知３：建築一式工事におけるCPD評価について
周知４：技術提案作成時の注意点

長崎県公共建築工事積算
基準改定等説明会資料



総合評価落札方式の適用拡大

長崎県土木部 建設企画課

【改定１】
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総合評価落札方式の拡大
特別簡易型【事後評価・同時提出タイプ（地域企業育成）】の導入（試行）

いま本県を取り巻く現状と課題

・地域の守り手となる地域の企業の確保・育成が期待される。（企業の地域貢献度を評価）
・１億円未満の工事は指名による価格競争が行われていたが、この価格帯に新たに総合評価落札

方式を適用することで『価格と品質』において優れた契約ができる。（工事成績を評価）

・総合評価は一般競争入札となるため、真に意欲のある企業による競争が期待される。

⇒ 一生懸命に頑張る地域企業が、健全に競争しながら発展できる。

・災害が発生しやすい県土

・人口減少、高齢化、少子化の進行

・地域活力の低下

いま地域建設業に期待されること

・激甚化・多様化する災害等への迅速な対応

・生活や産業などの地域活動が継続できる基盤整備

・地域の核となる産業や雇用の場の確保

・災害時の応急対応・地域インフラの担い手・地域経済の支え
地域建設業は「地域の守り手｣であると同時に、平時も地域の経済や雇用を支える役割を果たすことが

期待されており、また、若い人たちの育成や地域活動を応援※する企業もみられ、｢地域創生のパートナー｣

ともいえる。（※地域の催事への協賛、青少年スポーツ大会等の主催、本県ﾌﾟﾛｻｯｶｰﾁｰﾑ「V･ﾌｧｰﾚﾝ長崎」のｽﾎﾟﾝｻｰ等）

【現状】 【課題】

地域の守り手となる地域の企業の確保・育成のために、総合評価落札方式を拡大し、
特別簡易型【事後評価・同時提出タイプ（地域企業育成）】を導入する

総合評価の拡大（地域企業育成の導入）で期待される効果
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九州各県及び国の入札方式

県名・機関名 公共工事の入札方式の概要 総合評価落札方式適用基準 備考

長崎県 一般競争入札3,500万円以上 （※原則1億円以上）
※Ｈ21から緊急経済対策によ
り1億円未満は指名競争入札を
拡大

一般競争入札5,000万円以上 5,000万円以上

一般競争入札250万円以上佐賀県

熊本県

大分県

宮崎県

鹿児島県

九州地方整備局

福岡県

一般競争入札4,000万円以上 5,000万円以上

九州農政局

7,000万円以上

一般競争入札3,000万円以上 原則3,000万円以上

一般競争入札250万円以上 8,000万円以上

一般競争入札5,000万円以上 5,000万円以上

一般競争入札250万円以上 原則、250万円以上

原則、全て一般競争入札 原則、全ての工事
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（1）導入（試行）の方針

①九州各県の状況及び本県で5,000万円以上１億円未満の価格帯の一部の
工事において特別簡易型【事後評価・同時提出タイプ（担い手育成）】
を試行中であることも踏まえ、同様に5,000万円以上１億円未満の価格
帯への導入を目指し、平成30年度から試行的に７,000万円以上１億円
未満の価格帯の工事に導入する。

②「地域の守り手」的な役割を担う、「土木一式工事」、「とび・土工・
コンクリート工事」及び「舗装工事」を対象に拡大する。

③従来の総合評価では、実績を重視しているため、実績が少ない企業は参
加しにくい状況であることから、これまで総合評価落札方式の入札参加
経験が少ない企業でも、参加しやすく競争性を確保できるように過去の
実績を問わないこととし、評価項目を絞る。

④地域企業が幅広く工事経験を積めるように、受注機会の拡大を目的とし
て、年間受注状況の評価項目のウェイトを高める。

⑤今回の導入については、平成30年７月からの適用とする。

特別簡易型【事後評価・同時提出タイプ（地域企業育成）】
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（2）特別簡易型【事後評価・同時提出タイプ（地域企業育成）】の特徴

①過去の実績や表彰を問わない
従来の総合評価は、過去の実績や表彰を高く評価していたが、今回価格帯を7,000千万円以上1億円未
満に拡大することで、これまで価格のみの競争で実績を得ていた企業が実績を得にくくなることがない
ように留意し、総合評価でも実績を得る機会を確保するため、過去の実績及び表彰を問わない。

②加算点の合計を5点とし、従来よりもシンプルな総合評価落札方式
上記①で項目数を絞り込み、より多くの企業の参加を促進するため、加算点の合計を5点とする。
施工実績や表彰、施工計画等の項目を削除することにより、従来の評価項目18項目を11項目に絞りこむ。

【技術者の施工実績】 ・・・廃止理由：地域企業の技術者に様々な工事経験を積ませるため
【企業の施工実績】 ・・・廃止理由：過去の実績や表彰に捉われず新たな参加者の増加を図るため
【優秀工事表彰】 ・・・廃止理由： 同 上

配置予定技術者の能力 ：2（4）項目
企業の能力 ：9（14）項目 ※（ ）は従来の項目数

③手続の簡素化
参加者の増加が予想され、手続きの簡素化が求められることから、仮決定時の審査が簡便な「事後評価
・同時提出タイプ」を準用する。

特別簡易型【事後評価・同時提出タイプ（地域企業育成）】
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（5）導入イメージ

特別簡易型【事後評価・同時提出タイプ（地域企業育成）】とは

（4）対象工事
・7,000万円（将来的に5,000万円を目指す）以上1億円未満の工事

（※土木一式工事、とび・土工工事、舗装工事）

企業ランク
設計金額

総合評価
標準型

24.7億円

総合評価
簡易型

3.0億円
簡易型

（一部）
Aランク

2.0億円 総合評価 総合評価
担い手育成 特別簡易

1.0億円

総合評価
特別簡易
事後同時

(担い手育成)

5千万円 指名競争
(価格競争)

3.5千万円

Bランク

※事後同時
含む

～
～

ステップアップ

ステップアップ

ステップアップ

実
績
を
重
視

実
績
を
積
む

従来の考え方

今回の総合評価の拡大に合わせ、特別簡易型【事後評価・
同時提出(担い手育成）】についても適用額の下限を5,000
万円から3,500万円に拡大し、担い手技術者向けの工事を
選択しやすくする。
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企業ランク
設計金額

総合評価
標準型

24.7億円

総合評価
簡易型

3.0億円

簡易型
（一部）

2.0億円 Aランク 総合評価 総合評価
担い手育成 特別簡易

1.0億円
総合評価

総合評価 特別簡易
特別簡易 事後同時
事後同時 (地域企業育成)

５千万円 (担い手育成)

指名競争
(価格競争)

3.5千万円

Bランク

※事後同時
含む

～
～ 実

績
を
重
視

実
績
を
積
む

特別簡易型(事後･同時提出タイプ)

を適用し、地域企業育成型として

価格帯を拡大

特別簡易型【事後・同時提出タイプ(担い手育

成)】の下限を3.5千万円以上まで拡大

今後の考え方



特別簡易型【事後評価・同時提出タイプ（地域企業育成）】

評価項目
・

工事種別

企

業

の

施

工

実

績

工

事

成

績

評

定

施

工

実

績

件

数

優

秀

工

事

表

彰

年

間

受

注

状

況

Ｃ

Ｐ

Ｄ

Ｓ

基

幹

技

能

者

の

配

置

小

計

主

作

業

船

保

有

状

況

曳

船

保

有

状

況

小

計

工

事

の

実

施

体

制

拠

点

管

内

の

施

工

実

績

社

会

貢

献

活

動

の

実

績

Ａ

社

会

貢

献

活

動

の

実

績

Ｂ

小

計

現行 0.7 1.2 0.4 0.7 3 0.9 0.4 0.4 0.2 0.6 0.3 0.1 2.9 － － － 1.2 1.1 0.5 0.2 3.0 0.5 0.1 0.5 1.1 7.0 10.0

拡大案（地
域企業育

成）
－ 0.9 － 0.6 1.5 － 0.4 － － 0.6 0.3 0.1 1.4 － － － 0.9 － 0.4 0.2 1.5 0.3 － 0.3 0.6 3.5 5.0

現行 0.7 1.2 0.4 0.7 3 0.9 0.4 0.4 0.2 0.5 0.3 0.1 2.8 1.1 0.5 1.6 0.6 0.5 0.3 0.1 1.5 0.5 0.1 0.5 1.1 7.0 10.0

拡大案（地
域企業育

成）
－ 0.9 ー 0.6 1.5 － 0.4 － － 0.6 0.3 0.1 1.4 0.6 0.3 0.9 0.3 － 0.2 0.1 0.6 0.3 ー 0.3 0.6 3.5 5.0

従

業

員

数

配置予定技術者の能力 企 業 の 施 工 能 力
加

算

点

合

計

技

術

者

の

施

工

実

績

技

術

者

の

工

事

成

績

評

定

表

彰

（

優

秀

現

場

技

術

者

）

技

術

者

の

資

格

下

請

け

次

数

小

計

計

土木一式工事
［陸上工事］

土木一式工事
［海上工事］

計

企業の実績関係 作業船関係 地域精通度・地域貢献度
労

務

賃

金

の

支

払

い

配点（案）土木一式
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特別簡易型【事後評価・同時提出タイプ（地域企業育成）】ほ装、とび土工

評価項目
・

工事種別

企

業

の

施

工

実

績

工

事

成

績

評

定

施

工

実

績

件

数

優

秀

工

事

表

彰

年

間

受

注

高

の

状

況

Ｃ

Ｐ

Ｄ

Ｓ

基

幹

技

能

者

の

配

置

専

門

技

術

者

の

雇

用

状

況

小

計

工

事

の

実

施

体

制

拠

点

管

内

の

施

工

実

績

社

会

貢

献

活

動

の

実

績

Ａ

社

会

貢

献

活

動

の

実

績

Ｂ

小

計

現行 0.7 1.2 0.4 － 0.7 － 3.0 0.9 0.4 0.4 0.2 0.6 0.3 0.1 － 2.9 1.2 1.1 0.5 0.2 3.0 0.5 0.1 0.5 1.1 7.0 10.0

拡大案
（地域企業

育成）
－ 0.9 － － 0.6 － 1.5 － 0.4 － － 0.6 0.3 0.1 － 1.4 0.9 － 0.4 0.2 1.5 0.3 － 0.3 0.6 3.5 5.0

現行 0.6 0.9 0.3 － 0.6 0.6 3.0 1.3 0.5 0.5 0.2 － 0.3 0.1 － 2.9 1.2 1.1 0.5 0.2 3.0 0.5 0.1 0.5 1.1 7.0 10.0

拡大案
（地域企業

育成）
－ 0.7 － － 0.4 0.4 1.5 － 0.8 － － ー 0.5 0.1 － 1.4 0.9 ー 0.4 0.2 1.5 0.3 － 0.3 0.6 3.5 5.0

現行 0.7 1.2 0.4 － 0.7 － 3.0 1.3 0.5 0.5 0.2 － 0.3 0.1 － 2.9 1.2 1.1 0.5 0.2 3.0 0.5 0.1 0.5 1.1 7.0 10.0

拡大案

（地域企業
育成）

－ 0.9 － － 0.6 － 1.5 － 0.8 － － ー 0.5 0.1 － 1.4 0.9 ー 0.4 0.2 1.5 0.3 － 0.3 0.6 3.5 5.0

現行 0.6 0.9 0.3 － 0.6 0.6 3.0 1.1 0.5 0.5 0.2 － 0.3 0.1 0.2 2.9 1.2 1.1 0.5 0.2 3.0 0.5 0.1 0.5 1.1 7.0 10.0

拡大案
（地域企業

育成）
－ 0.7 － － 0.4 0.4 1.5 － 0.7 － － － 0.4 0.1 0.2 1.4 0.9 ー 0.4 0.2 1.5 0.3 － 0.3 0.6 3.5 5.0

とび・土工・コ
ンクリート
（地すべり）

ほ装

とび・土工・コ
ンクリート
（吹付）

土木一式工事
［陸上工事］

計

企業の実績関係 地域精通度・地域貢献度

加

算

点

合

計

技

術

者

の

施

工

実

績

技

術

者

の

工

事

成

績

評

定

表

彰

（

優

秀

現

場

技

術

者

）

配

置

予

定

技

術

者

の

年

齢

・

性

別

下

請

け

次

数

小

計

計

技

術

者

の

資

格

技

術

者

の

資

格

Ｂ

労

務

賃

金

の

支

払

い

従

業

員

数

配置予定技術者の能力 企 業 の 施 工 能 力
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配点（案）ほ装、とび土工

◎なお、今回の対象拡大に加え、特別簡易型(１億円以上）の「ほ装」、「とび・土工・コンク
リート」の工事においても事後評価・同時提出タイプを適用する。（平成30年４月から適用）
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※地すべりも同

変更内容（配点例：特別簡易型【事後評価・同時提出タイプ(地域企業育成）】）

地域貢献度「工事の実施体制拠点」　

評価基準 評価基準

・工事の確実かつ円滑な実施体制としての拠点

0
C
なし

0 C：なし

【評価内容】
 施工箇所が属する区域における
 主たる営業所の所在

 区域区分
　①本土（長崎、県央、島原、県北振興局管内）
　②五島・上五島（五島振興局管内）
　③壱岐・対馬（壱岐及び対馬振興局管内）

　※地域的な面を考慮し区分

0.45
B
県内に主たる
営業所あり

0.45
B
県内に主たる
営業所あり

0.9
Ａ
当該区域に主たる
営業所あり

0.9
Ａ
当該区域に主たる
営業所あり

とび・土工・コンクリート（吹付）
(例：施工箇所→対馬）

    施工企業→壱岐

評価項目・評価内容
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地域貢献度「工事の実施体制拠点」

・工事の確実かつ円滑な実施体制としての拠点

舗　装
(例：施工箇所→県央）

    施工企業→県央

評価項目・評価内容 評価基準 評価基準

0.9
Ａ
管内に主たる
営業所あり

0.9
Ａ
管内に主たる
営業所あり

【評価内容】
 　施工管内における主たる営業所の所在

【区域区分】県内各管内
　①長崎振興局管内
　②大瀬戸土木維持管理事務所管内
　③県央振興局管内
　④島原振興局管内
　⑤県北振興局管内
　⑥田平土木維持管理事務所管内
　⑦五島振興局管内
　⑧上五島支所管内
　⑨壱岐振興局管内
　⑩対馬振興局管内

0.45
B
県内に主たる
営業所あり

0.45
B
県内に主たる
営業所あり

0
C
なし

0
C
なし



金　額 方　式 加算点
配分
割合

0.35～1億円未満
事後評価・同時提出

タイプ
（担い手育成）

5点 0：3：7

0.7～1億円未満
事後評価・同時提出

タイプ
（地域企業育成）

5点 0：3：7

担い手
育成型

１０点 4：1.4：4.6

事後評価・同時
提出タイプ １０点 0：3：7

特別簡易型 １０点
0：3：7

（2：3：5）

 ２～３億円未満 簡易型 ２０点 2：3：5

・施工難易度が高く、工
　夫の余地が大きい工事
（トンネル工事・橋梁工事・ダム工事
・海上工事・特殊建築工事）

＊維持工事・特殊な工
事については、案件毎
に工事内容で判断

 24.7億円以上
　（ＷＴＯ）

標準型 ３０点 4：1：1 ・全 工 事

※配分割合・・・技術提案（又は施工計画）：配置予定技術者の能力：企業の施工能力

２０点

・土木一式工事/とび・土工・コンクリート工事(吹付)､(地すべり)/舗装工事

・上記以外の全工事
※（　）は建築一式工事のみ

・土木一式工事/とび・土工・コンクリート工事(吹付)､(地すべり)/舗装工事

長崎県総合評価落札方式の適用範囲（案）

 １～３億円未満

・施工難易度が比較的低い工事

・土木一式工事/とび・土工・コンクリート工事(吹付)/舗装工事

2：3：5
・全 工 事
※３億円以上になると、工事規模が大きく
   社会的負荷が大きいため

適　　　用

 ３～
　24.7億円未満 簡易型

適用範囲（案）

拡大

新設

12

新設する事後評価・同時提出タイプ（地域企業育成）に
ついては、将来的には０．５～１億円未満を目指す。



特別簡易型【事後評価・同時提出タイプ（担い手育成）】
の適用拡大

長崎県土木部 建設企画課

【改定２】

13



（１）拡大について
(1) H29より、特別簡易型【事後評価・同時提出タイプ（担い手育成）】を

5,000万円以上１億円未満の価格帯の一部の工事において試行中である
が、より担い手技術者の育成にふさわしい工事を選別しやすくするため
下限値を5,000万円から3,500万円に引き下げ、3,500万円以上1億円
未満の価格帯とする。

(2) 土木一式工事に加え、発注件数も多く「地域の守り手」的な役割を担う
「とび・土工・コンクリート工事(吹付)」及び「舗装工事」にも拡大する。

(3) 今年度の試行工事については担い手技術者向けの工事として、難易度を
みながら選定している。参加者へのアンケート結果では80％超が担い手
技術者向けの工事内容として適切だったとの回答を得ている。
今後も、以下の点に留意して選定し、担い手技術者の育成を図る。

①現場の制約条件が厳しくない
②構造・形式・施工方法が一般的なもの
③担い手技術者向けであると判断できるもの

(4) 今回の拡大については、平成30年7月からの
適用とする。

特別簡易型【事後評価・同時提出タイプ（担い手育成）】の拡大

14

①
84%

②
6% ③

10%

Ｑ.担い手技術者向けの工事として

どのように考えますか？
①適切
②難しい
③その他

回答８１社
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拡大イメージ
企業ランク

設計金額

総合評価

標準型

24.7億円

総合評価

簡易型

3.0億円
簡易型

（一部）

2.0億円 Aランク 総合評価 総合評価

担い手育成 特別簡易

1.0億円
総合評価

総合評価 特別簡易

特別簡易 事後同時

事後同時 (地域企業育成)

５千万円 (担い手育成)

指名競争
(価格競争)

3.5千万円

Bランク

※事後同時
含む

～
～ 実

績
を
重
視

実
績
を
積
む

特別簡易型(事後･同時提出タイプ)を適用し、

地域企業育成型として価格帯を拡大

特別簡易型【事後・同時提出タイプ(担い手育成)】

の下限を3.5千万円以上まで拡大

・土木一式工事

・とび・土工・コンクリート工事（吹付）

・舗装工事



特別簡易型【事後評価・同時提出タイプ（担い手育成）】ほ装、とび・土工・コンクリート（吹付）

評価項目
・

工事種別

企

業

の

施

工

実

績

工

事

成

績

評

定

施

工

実

績

件

数

優

秀

工

事

表

彰

年

間

受

注

高

の

状

況

Ｃ

Ｐ

Ｄ

Ｓ

基

幹

技

能

者

の

配

置

専

門

技

術

者

の

雇

用

状

況

小

計

工

事

の

実

施

体

制

拠

点

管

内

の

施

工

実

績

社

会

貢

献

活

動

の

実

績

Ａ

社

会

貢

献

活

動

の

実

績

Ｂ

小

計

現行 0.7 1.2 0.4 － 0.7 － 3.0 0.9 0.4 0.4 0.2 0.6 0.3 0.1 － 2.9 1.2 1.1 0.5 0.2 3.0 0.5 0.1 0.5 1.1 7.0 10.0

事後評価・
同時提出

（担い手）
－ － － 1.0 0.5 － 1.5 － 0.4 － － 0.5 － － － 0.9 1.1 － 0.5 － 1.6 0.5 － 0.5 1.0 3.5 5.0

現行 0.6 0.9 0.3 － 0.6 0.6 3.0 1.3 0.5 0.5 0.2 － 0.3 0.1 － 2.9 1.2 1.1 0.5 0.2 3.0 0.5 0.1 0.5 1.1 7.0 10.0

拡大案
（担い
手）

－ － － 1.0 0.5 － 1.5 － 0.9 － － － － － － 0.9 1.1 － 0.5 － 1.6 0.5 － 0.5 1.0 3.5 5.0

現行 0.7 1.2 0.4 － 0.7 － 3.0 1.3 0.5 0.5 0.2 － 0.3 0.1 － 2.9 1.2 1.1 0.5 0.2 3.0 0.5 0.1 0.5 1.1 7.0 10.0

拡大案
（担い
手）

－ － － 1.0 0.5 － 1.5 － 0.9 － － － － － － 0.9 1.1 － 0.5 － 1.6 0.5 － 0.5 1.0 3.5 5.0

配置予定技術者の能力 企 業 の 施 工 能 力

表

彰

（

優

秀

現

場

技

術

者

）

配
置
予
定
技
術
者
の
年
齢
・
性
別

下

請

け

次

数

小

計

計

技

術

者

の

資

格

技

術

者

の

資

格

Ｂ

労

務

賃

金

の

支

払

い

従

業

員

数

土木一式工事
［陸上工事］

計

企業の実績関係 地域精通度・地域貢献度

加

算

点

合

計

技

術

者

の

施

工

実

績

技

術

者

の

工

事

成

績

評

定

ほ装

とび・土工・
コンクリート
（吹付）
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特別簡易型【事後評価・同時提出タイプ(担い手育成)】における工種の拡大(ほ装、とび・土工・コンクリート)

H29年度から導入している土木一式工事と同様に、「ほ装」、「とび・土工・コンクリート（吹付）」の工種にも拡大し適
用する。



（１）「配置予定技術者の能力」

○配置予定技術者の年齢・性別 1.00 ○配置予定技術者の年齢・性別 1.00

0.67 0.67

0.34 0.34

0.00 0.00

※変更内容：年齢の基準を公告日から、学年の考え方に変更する。

現　　　行 変　　　更　

評価項目・評価内容 評価基準 評価項目・評価内容 評価基準

Ａ：男性35歳未満、
　　女性45歳未満

Ａ：男性35歳未満、
　　女性45歳未満

【評価内容】
公告日における配置予定技術者の年齢とする。 Ｂ：男性35歳以上

　　　　40歳未満

【評価内容】
公告日が属する年度の4月1日時点の年齢とする。
　
　（例）生年月日が昭和52年7月7日の男性技術者
　　　　で公告日が平成30年2月9日の場合、その
　　　　時点で満40才であるが・・・
　
　　　　→平成29年4月1日時点の年齢で39才と
　　　　　なり、評価Bとなる。

Ｂ：男性35歳以上
　　　　40歳未満

Ｃ：男性40歳以上
　　　　45歳未満

Ｃ：男性40歳以上
　　　　45歳未満

Ｄ：男性、女性ともに
　　45歳以上

Ｄ：男性、女性ともに
　　45歳以上

17

特別簡易型【事後評価・同時提出タイプ（担い手育成）】、担い手育成型における評価内容の変更

（２）【配置予定技術者の年齢・性別】における評価内容の変更
○年齢区分の判断を、公告日時点の年齢から、公告日の年度において

到達する年齢とする。
《変更理由》
若い技術者は、卒業後年数を経ておらず、同じ学年で生年月日
により評価差が生じてしまうため、より公平な評価としたい。

・今回の変更内容については、平成30年４月からの適用とする。



18

特別簡易型【事後評価・同時提出タイプ（担い手育成）】における評価内容の変更

（３）【配置予定技術者の資格】における評価内容の変更

○従来、評価対象は１級土木施工管理技士、１級建設機械施工技士及び
技術士としていたが、6千万円未満の工事に２級土木施工管理技士と
２級建設械施工技士を加える。

○資格取得後の年数を問わないこととし、評価を3段階（6千万円以上は
2段階）とする。

《変更理由》
担い手確保の観点から、キャリアステップをより階層化することで、
若年層技術者の技術力向上への意識醸成や仕事に対するモチベーション
向上につなげたい。

・今回の変更内容については、平成30年４月からの適用とする。
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6千万円以上はB(2級資格)の評価なし

（２）「配置予定技術者の資格」

○配置予定技術者の資格 0.50 ○配置予定技術者の資格

0.38

0.25

0

0

※変更内容：評価を３（２）段階とし、対象に2級土木施工管理技士と2級建設機械施工技士を加え、資格取得後の年数を問わない。

現　　　行 変　　　更　

評価項目・評価内容 評価基準 評価項目・評価内容 評価基準

Ａ：1級土木施工管理技士
　　もしくは1級建設機械
　　施工技士取得後5年以上
　　または技術士取得後
　　3ヶ月以上

0.50

Ａ：1級土木施工管理技士
      もしくは
      1級建設機械施工技士
　　 または
      技術士

【評価内容】
資格の種類
(1)法による1級土木施工管理技士
(2)法による1級建設機械施工技士
(3)技術士法による技術士の下記①～⑤部門
　 のいずれか
　①建設部門
　②農業部門（選択科目「農業土木」）
　③森林部門（選択科目「森林土木」）
　④水産部門（選択科目「水産土木」）
　⑤総合技術管理部門（選択科目「建設部門」
　 「農業土木」「森林土木」「水産土木」
　  のいずれか）

B：1級土木施工管理技士
　　もしくは1級建設機械
　　施工技士取得後3年以上
　　5年未満

【評価内容】
資格の種類
(1)法による1級土木施工管理技士
(2)法による2級土木施工管理技士
(3)法による1級建設機械施工技士
(4)法による2級建設機械施工技士
(5)技術士法による技術士の下記①～⑤部門
　のいずれか
　①建設部門
　②農業部門（選択科目「農業土木」）
　③森林部門（選択科目「森林土木」）
　④水産部門（選択科目「水産土木」）
　⑤総合技術監理部門（選択科目「建設部門」
　 「農業土木」」「森林土木」「水産土木」
     のいずれか）

C：1級土木施工管理技士
　　もしくは1級建設機械
　　施工技士取得後3ヶ月
　　以上3年未満

0.25
B：2級土木施工管理技士
  　もしくは
      2級建設機械施工技士

Ｄ：その他

C：その他



総合評価落札方式における
履行確実性評価方式の導入について

長崎県土木部 建設企画課

【改定３】
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(1) 見直しの契機
本県の建設工事に係る入札においてはWTO案件（標準型）を除き、最低制限価格を設定

しているが、国の通知（総合評価落札方式における適切なダンピング対策の実施について）
により総合評価を適用する入札には最低制限価格を設定できないこととされた。

(2) 履行確実性評価方式の検討
総合評価落札方式における最低制限価格の適用を廃止し、代わるものとして、本県のW

TO案件で適用されている施工体制確認型等を含め、比較検討した結果、入札期間が短く、
入札参加者の事務負担も少ない「履行確実性評価方式」を導入。

(3) 履行確実性評価方式の概要
・履行確実性評価方式とは、入札参加者の入札価格が履行確実性確保価格を下回った

場合、履行確実性が低下するものとして、算出式により評価値に反映させる方式
・履行確実性確保価格は、低入札調査基準価格と同額となる設計価格の90％とし、入札

価格がこの価格を下回った場合、失格とならず評価値が低下することとなり、書類審
査及びヒアリングを行わない。

・設計価格等の漏洩防止のために、これまでの制度では最低制限価格をランダム化により
決定していましたが、この価格を履行確実性評価価格として設定し、この価格と履行確
実性確保価格の間の入札については評価値を一定とする。

・履行確実性確保価格未満で契約を締結する場合については、低入札調査制度と同様の契
約条件を付加する。

総合評価落札方式における履行確実性評価方式の導入について
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○履行確実性評価方式における評価値算出式

１．入札価格が「履行確実性評価価格」以上の場合【評価値算出式①】

２．入札価格が「履行確実性評価価格」未満「履行確実性確保価格」以上の場合【評価値算出式②】

３．入札価格が「履行確実性確保価格」未満の場合【評価値算出式③】

※履行確実性評価価格＝設計価格の90%をランダム処理（基本的に、現在の最低制限価格と同じ考え方）
※履行確実性確保価格＝設計価格の90%

評価値 ＝
履行確実性評価価格＋（履行確実性確保価格-入札価格）

技術評価点

評価値 ＝
技術評価点
入札価格

評価値 ＝
技術評価点

履行確実性評価価格

115.7

115.6

115.5

115.4

115.3

115.2

115.1

115.0

114.9

114.8

89.8

入札価格（百万円）

90.092 91.0 90.8 90.6 90.4 90.2

模式図

履行確実性確保価格
を下回ると評価値が
下がりますが失格と
はなりません

履行確実性評価価格と
履行確実性確保価格の
間の価格で入札した場合、
履行確実性評価価格で
入札した評価値となります
（この間は評価値は一定）

入札価格の低下に伴い評価値
が上昇し、入札価格が履行確
実性評価価格に達した時点で
評価値が最大となります。

履行確実性評価価格(税抜)
設計価格の90%×(1.0～1.011)

ランダム化 履行確実性確保価格(税抜)
（設計価格の90％）

履行確実性確保価格を下回る価格で契約する場合
（契約条件の付加）
・契約保証金 10分の3以上
・技術者の追加配置
・前払い金2割以内
・施工体制台帳の提出及び聴き取り
・監督及び検査業務の強化

入 札

履行確実性
確保価格

下回る

以上
履行確実性
評価価格

評価価格～確保価格 評価値は一定

入札価格が低くなれば評価値が上昇

入札価格が範囲内では評価値は一定

入札価格が下回ると評
価値が下がる
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従来方式（最低制限価格）と履行確実性評価方式について

２

　
◇従来の総合評価における落札決定方法

【最低制限価格】

評価値
115.7

115.6

115.5

115.4

115.3

115.2

115.1

115.0

114.9

114.8

114.7

114.6

114.5

114.4

114.3

114.2

114.1

89.8

入札価格（百万円）

90.091.2 91.0 90.8 90.6 90.4 90.2

落札

失格

最低制限価格

※設計価格の90%を

ランダム化して決定

標準点 ＋ 加算点
入札価格

評価値 ＝

入札価格が

最低制限価格

を下回れば、

失格になります

入札価格が低くなれば

評価値が上昇していきます

ランダム化の範囲

　　A社　

　　B社　

※評価値の高い者が

排除されていたこと

が総合評価の趣旨に
合わない

評価値
115.7

115.6

115.5

115.4

115.3

115.2

115.1

115.0

114.9

114.8

114.7

114.6

114.5

114.4

114.3

114.2

114.1

89.8

入札価格（百万円）

90.091.2 91.0 90.8 90.6 90.4 90.2

履行確実性評価価格

※設定方法は最低制限価格と同じ

落札

◇新しい総合評価における落札決定方法

【履行確実性評価方式】

標準点 ＋ 加算点
入札価格

評価値 ＝ 標準点 ＋ 加算点
履行確実性評価価格

評価値 ＝

評価値 ＝
履行確実性評価価格＋（履行確実性確保価格－入札価格）

標準点 ＋ 加算点

※履行確実性確保価格とは設計価格の90％

入札価格が

履行確実性確保価格

を下回れば、

評価値が下がります

入札価格が

履行確実性評価価格

から確保価格の範囲

であれば評価値は、

一定です

入札価格が低くなれば

評価値が上昇していきます

ランダム化の範囲

この範囲の入札でも

失格となりません

履行確実性確保価格
（設計額の90%)

従来方式

・最低制限価格を下回れ
ば失格
・入札価格が低くなれば
評価値が上昇
・最低制限価格は設計価
格の９０％をランダム化
して決定

履行確実性評価方式

・最低制限価格を設定しない
ため、失格がない
・低価格での入札は、契約不
履行の恐れがあるため、履行
確実性確保価格を設定
・入札する価格により評価値
の算定式が変わる
・履行確実性評価価格は設計
価格の９０％をランダム化し
て決定
・履行確実性確保価格は設計
額の９０％とする。
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115.7

115.6

115.5

115.4

115.3

115.2

115.1

115.0

114.9

114.8

89.8

入札価格（百万円）

90.092 91.0 90.8 90.6 90.4 90.2

履行確実性確保価格

←　　　　　　　　　　　　　　　　履行確実性評価価格の範囲　　　　　　　　　　　→ (設計額の90％)

評価値模式図 （設計価格 100,000,000円の場合）

評価値が同点の場合、

くじで決定

評価値が同点の場合、価格が低

いものが優位とする

B社 115.265
90,400,000円

E社 115.265
89,913 ,000円

A社 115.265
90,487,000円

D社 115.265
90,100,000円

C社 115.265
90,200,000円

○評価値の最も高い者が2人以上あるときの決定方法

①加算点ならびに応札価格が同じの場合
→くじを引かせて落札仮決定者を決定する。

②対象となる者が全て履行確実性評価価格以上の範囲内で応札した場合
→くじを引かせて落札仮決定者を決定する。

③上記以外の場合
→最低の価格を持って入札した者を落札仮決定者に決定する。
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４．総合評価落札方式の工種追加について

長崎県土木部 建築課

【改定４】
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（１）工種追加について（解体工事）
① 平成２８年６月に建設業法が改正され、「解体工事業」が追加された。

② 県庁舎の移転に伴い、今後旧県庁舎の解体工事において総合評価落札方式
による発注が見込まれるため新たに追加する。

（２）評価内容の考え方
① 解体工事は、対象構造物の構造や劣化状況を踏まえ、工法や作業手順、仮

設計画等を検討し施工する極めて専門性の高い工事であるため、解体工事
に関する豊富な知識と実務経験を備えた専門技術者を配置することが望ま
れる。

② 解体工事の技術力を的確に評価するため、専門技術者を評価している他工
種の評価項目を参考に設定する。

③ 県における解体工事の発注件数が年間数件から１０件程度であり、発注件
数が少ないことから「建築一式工事」と同様に民間工事についても実績と
して評価する。

（３）適用時期
① 今回の追加については、平成30年７月からの適用とする。

総合評価落札方式の工種追加について(解体工事の追加）
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「CPDS」については、大規模な解体工事は工種が建築一式工事に該当し、また総合評価制度検討委員会において評価する
方向で意見があったため、建築一式工事と同様に「ＣＰＤ」を評価する。

総合評価落札方式の工種追加について(解体工事の追加）

評価に際しては、解体工事が特殊な専門工事であるため、専門技術者を評価している他工種を参考に設定する。

簡易型【解体工事】　配点案

評価項目
・

工事種別

企

業

の

施

工

実

績

工

事

成

績

評

定

施

工

実

績

件

数

優

秀

工

事

表

彰

年

間

受

注

高

の

状

況

Ｃ

Ｐ

Ｄ

Ｓ

／

Ｃ

Ｐ

Ｄ

基

幹

技

能

者

の

配

置

専

門

技

術

者

の

雇

用

状

況

小

計

主

作

業

船

保

有

状

況

曳

船

保

有

状

況

小

計

工

事

の

実

施

体

制

拠

点

管

内

の

施

工

実

績

社

会

貢

献

活

動

の

実

績

Ａ

社

会

貢

献

活

動

の

実

績

Ｂ

小

計

地すべり対策工事
(土木一式工事以外)

4 4 1.2 1.8 0.6 1.2 1.2 6 1.9 0.8 0.8 0.3 0.5 0.2 0.4 4.9 1.2 1.2 0.5 0.2 3.1 0.9 0.2 0.9 2.0 10 20

解体工事 4 4 1.2 1.8 0.6 1.2 1.2 6 1.9 0.8 0.8 0.3 0.5 0.2 0.4 4.9 1.2 1.2 0.5 0.2 3.1 0.9 0.2 0.9 2.0 10 20

表

彰

（

優

秀

現

場

技

術

者

）

技

術

者

の

資

格

計

労

務

賃

金

の

支

払

い

加

算

点

合

計

計

下

請

次

数

の

制

限

技

術

者

の

資

格

B

地域精通度・地域貢献度

技

術

提

案

計

小

計

企業の実績関係 従

業

員

数

配置予定技術者の能力 企 業 の 施 工 能 力

技

術

者

の

施

工

実

績

技

術

者

の

工

事

成

績

評

定

作業船関係
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総合評価落札方式の工種追加について(解体工事の追加）

評価に際しては、解体工事が特殊な専門工事であるため、専門技術者を評価している他工種を参考に設定する。

「CPDS」については、大規模な解体工事は工種が建築一式工事に該当し、また総合評価制度検討委員会において評価する
方向で意見があったため、建築一式工事と同様に「ＣＰＤ」を評価する。

特別簡易型【解体工事】　配点案

評価項目
・

工事種別

企

業

の

施

工

実

績

工

事

成

績

評

定

施

工

実

績

件

数

優

秀

工

事

表

彰

年

間

受

注

高

の

状

況

Ｃ

Ｐ

Ｄ

Ｓ

基

幹

技

能

者

の

配

置

専

門

技

術

者

の

雇

用

状

況

小

計

主

作

業

船

保

有

状

況

曳

船

保

有

状

況

小

計

工

事

の

実

施

体

制

拠

点

管

内

の

施

工

実

績

社

会

貢

献

活

動

の

実

績

Ａ

社

会

貢

献

活

動

の

実

績

Ｂ

小

計

地すべり対策工事 - 0.6 0.9 0.3 0.6 0.6 3 1.1 0.5 0.5 0.2 0.3 0.1 0.2 2.9 1.2 1.1 0.5 0.2 3.0 0.5 0.1 0.5 1.1 7.0 10.0

解体工事 - 0.6 0.9 0.3 0.6 0.6 3 1.1 0.5 0.5 0.2 0.3 0.1 0.2 2.9 1.2 1.1 0.5 0.2 3.0 0.5 0.1 0.5 1.1 7.0 10.0

施

工

計

画

配置予定技術者の能力 企 業 の 施 工 能 力

技

術

者

の

施

工

実

績

表

彰

（

優

秀

現

場

技

術

者

）

技

術

者

の

資

格

計

技

術

者

の

工

事

成

績

評

定

加

算

点

合

計

計

地域精通度・地域貢献度技

術

者

の

資

格

B

下

請

け

次

数

労

務

賃

金

の

支

払

い

従

業

員

数

作業船関係 小

計

企業の実績関係
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（４）評価項目・評価基準

総合評価落札方式の工種追加について(解体工事の追加）

●評価項目・評価基準

【簡易型】加算点：２０点　【特別簡易型】加算点：１０点

「技術提案」【配点：４点、配点割合：２０％】

評　価　基　準 参考（地滑り） 解体（簡易・JV） 解体（特簡・JV）

　 ①　工程管理に関すること ０．５点×８提案（良とした提案数） 4 4 －

②　品質に関すること ０．５点×７提案（良とした提案数） 3.5 3.5 －

③　施工上の技術的課題に関すること ０．５点×６提案（良とした提案数） 3 3 －

④　施工上配慮すべき事項に関すること ０．５点×５提案（良とした提案数） 2.5 2.5 －

※①～④の１課題を評価項目とする。 ０．５点×４提案（良とした提案数） 2 2 －

評価内容に対する着目点を発注者が２つ設定 ０．５点×３提案（良とした提案数） 1.5 1.5 －

０．５点×２提案（良とした提案数） 1 1 －

０．５点×１提案（良とした提案数） 0.5 0.5 －

評　価　項　目　・　評　価　内　容

良とした提案なし 0 0

H30

－



「配置予定技術者の能力」【簡易型配点：６点、配点割合：３０％】　【特別簡易型配点：３点、配点割合：３０％】

評　価　基　準 参考（地滑り） 解体（簡易・JV） 解体（特簡・JV）

・施工実績

【評価内容】

・工事成績評定 80点以上 1.8 1.8 0.9

【評価内容】 78点以上80点未満 1.35 1.35 0.68

76点以上78点未満 0.9 0.9 0.45

74点以上76点未満 0.45 0.45 0.23

・優秀現場技術者表彰

【評価内容】

・配置予定技術者の資格

【評価内容】

その他 0 0 0

・(配置予定技術者の資格B）追加設定項目

【評価内容】

0 0なし

H30

1.2 1.2

特殊な技術資格（解体工事施工技士）

1.2

機関長表彰

3ヶ月以上3年未満

公告日の属する年度を含む１０ヶ年度の長崎県の
技術者表彰工事表彰を受賞した工事の主任（監
理）技術者（同一工事種別（建築一式工事又は解
体工事））

過去１５ヶ年度の同種・類似工事の施工実績（民
間工事も含む）
主任（監理）技術者または現場代理人（1級また
は2級の技術者）として従事

類似工事の実績

74点未満または
工事成績評定なし

評　価　項　目　・　評　価　内　容

公告日の属する年度を含む５ヶ年度の公告する工
事と同一工事種別（建築一式工事又は解体工事）
の工事成績評定の最高点。

1.2

0.6

0

同種工事の実績

0

1.2

0

0.9

5年以上

なし

0.9

0.3

0

3年以上5年未満
公告日から遡った１級建建築施工管理技士の取得
後の年数

代表構成員又はその他の構成員のいず
れかにあり

0実績なし

0.6

0.6

0.3

0

0

0.3

0.6

0.3知事表彰

0.45

0.6

0

1.2

0.3

0.15

0

0.6 0.6

0.6

0.6

0 30

総合評価落札方式の工種追加について(解体工事の追加）



「企業の施工能力」【簡易型配点：１０点、配点割合：５０％】　【特別簡易型配点：７点、配点割合：７０％】

評　価　基　準 参考（地滑り） 解体（簡易・JV） 解体（特簡・JV）

・施工実績

【評価内容】

・工事成績評定 80点以上 0.8 0.8 0.5

【評価内容】 78点以上80点未満 0.6 0.68 0.45

76点以上78点未満 0.4 0.45 0.3

74点以上76点未満 0.2 0.23 0.15

・施工実績件数

【評価内容】

・優秀工事表彰及び下請表彰

【評価内容】

・継続的専門能力啓発システム（ＣＰＤ）

【評価内容】

0 0

0.5

１件 0.4 0.4

機関長表彰

0.25

２件以上 0.8 0.8

０件

0

同種工事の実績 1.1

なし

0.3

0.15

0

評価項目「工事成績評定」の対象工事件数

知事表彰

0.95

0

0.3

0

公告日の属する年度を含む１０ヶ年度の長崎県の
工事表彰または下請表彰（同一工事種別（建築一
式工事又は解体工事））

過去５ヶ年度の公告する工事と同一工事種別（建
築一式工事又は解体工事）の工事成績評定の平均
点

評　価　項　目

類似工事の実績

実績なし

0.95

0

0

0

H30

0

0.2

0.55

1.9

74点未満または
工事成績評定なし

1.9

0.1

0

0.150.25

過去１５ヶ年度に完成した長崎県内の工事で同
種・類似工事の施工実績（民間工事を含む）

県内に主たる営業所のある企業で、過去１年間の
ＣＰＤ登録学習単位

0.15

0

18単位未満 0 0 0

36単位以上

18単位以上36単位未満

0.5 0.5 0.3
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総合評価落札方式の工種追加について(解体工事の追加）

「企業の施工能力」（つづき）

評　価　基　準 参考（地滑り） 解体（簡易・JV） 解体（特簡・JV）

・基幹技能者の配置

【評価内容】

・専門技術者の雇用状況

【評価内容】

・工事の確実かつ円滑な実施体制としての拠点

【評価内容】

・管内の施工実績

【評価内容】

0.4

配置しない

0.2

３件未満

評　価　項　目

５人以上

配置する

0.6

0

５件以上 1.2

施工管内における主たる営業所の所在

施工管内において、過去15ヶ年度に完成した公
共工事の元請けとしての施工実績（同一工事種別
（建築一式工事及び解体工事））

0.2

0

0

なし

1.2

0.6

0

【ＪＶ】いずれか主たる営業所あり

なし

1.2

0.1

1.2

0.2

00 0

H30

0.2

1.2

0.6

0

0.6

0

1.1

0.55

00

【ＪＶ】代表・その他構成員とも主
　　　　たる営業所あり

0

0.6３件以上５件未満

0.4 0.2

0.1
「解体工事施工技士」の雇用状況（代表構成員及
びその他の構成員の合計）

１～４人

工事内容により指定された各種基幹技能者の配置
基幹技能者の所属は元請、下請にかかわらない



「企業の施工能力」（つづき）

評　価　基　準 参考（地滑り） 解体（簡易・JV） 解体（特簡・JV）

・社会貢献活動Ａ

【評価内容】

・社会貢献活動Ｂ

【評価内容】

・労務賃金の支払い

【評価内容】

・従業員数

【評価内容】

・下請次数の制限

【評価内容】

0.1

いずれか該当あり 0.2

誓約しない

0

0.230人以上

0.2

0

0.9

なし

誓約する

過去5ヶ年度において、施工管内における社会貢
献活動（公共施設の清掃・美化活動、災害支援に
関する活動）

県内に主たる営業所が所在する企業の従業員数

指定職種について、設計労務単価以上の支払いの誓
約

従業員が施工管内に所在する消防団に所属
イベント（住宅フェア）の運営協力
高校生、大学生等が取り組む建設業に係る現場実習
（インターンシップ）への協力

評　価　項　目

合計５回以上、かつ1年度に２回以上
の実績あり

0.9

0

合計５回以上、かつ1年度に２回以上
の実績なし

10人未満

0.2

10人以上30人未満

0.9

下請け契約による請負次数をを2次下請けまでに制限
することの誓約

誓約しない 0 0

誓約する 0.9

0

H30

0

0

合計10回以上、かつ1年度に4回以上
の実績あり

0

0.25 0.25

0

00

0.1

0.5

0

0.2

0.1

0.05

0.5

0.5 0.5

0.25

00

0.5
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総合評価落札方式の工種追加について(解体工事の追加）



総合評価落札方式の評価内容の変更

長崎県土木部 建設企画課

【改定５】

34



総合評価落札方式の評価内容の変更１
工事の確実かつ円滑な実施体制拠点の評価について

現行の評価内容

・「工事の確実かつ円滑な実施体制拠点」の評価項目については地域の事情に精通した企業を

評価する項目である。個別の工事案件に適用するにあたっては、その工事特性や規模に応じ

て評価内容及び評価基準を設定している。
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比較的、大規模な工事や海域で作業船団を使用する
海上工事については、
①「管内に主たる営業所あり」
②「管内に特認営業所あり」
③「なし」
の3段階評価としており、旧市町村の区分は適さな
いと判断している。

陸上工事については、
①「旧市町村に主たる営業所あり」
②「管内に主たる営業所あり」
③「なし」
の3段階評価としており、特認営業所についての評
価はない。

○特別簡易型（陸上工事、海上工事）
評　価　項　目 評　価　基　準 配点

・工事の確実かつ円滑な実施体制としての拠点

【評価内容】

カッコ内は海上工事

なし     0(0)

施工管内における主たる営業所の所在 管内に主たる営業所あり 0.6(0.6)

旧市町村に主たる営業所あり 1.2 (－)

管内に特認営業所あり － (0.3)

○簡易型（陸上工事、海上工事）
評　価　項　目 評　価　基　準 配点

・工事の確実かつ円滑な実施体制としての拠点

【評価内容】

カッコ内は海上工事

なし

施工管内における主たる営業所の所在 管内に特認営業所あり 0.6(0.25)

0(0)

管内に主たる営業所あり 1.2(0.5)



○主たる営業所と特認営業所の違い
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管内 企業数

長崎振興局 1

県央振興局 4

島原振興局 なし

県北振興局 3

大瀬戸土木
維持管理事務所

1

田平土木
維持管理事務所

1

五島振興局 1

上五島支所 なし

壱岐振興局 1

対馬振興局 3

○特認営業所数

・特認営業所は、主たる営業所が所在している管内以外の他管内に持つ営業所
である。

・特認営業所は所在する管内において、他の主たる営業所と比較しても、遜色
なく地域貢献活動を行っている。（公共施設の清掃・美化活動100％、災害
支援に関する活動87％)

・また、これらの特認営業所は、地域での一定の雇用や長期にわたる営業活動
の実績があり、地域の経済活動に貢献している。

・現在、特別簡易型の陸上工事では、「工事の確実かつ円滑な実施体制拠点」
の評価において、全く評価されておらず、主たる営業所と同等ではないにし
ても、これに準ずる評価は必要と考えられる。

主たる営業所 本社

特認営業所

①当該管内での長期間の営業活動実績（開設後10年経過）
②当該管内での最近5ヵ年の県工事（土木一式）の元請受注実績の有無
③20名以上の常時勤務者がいること、このうち10名以上は当該管内在住
であること
④建設業法第15条第２号イ及び第26条第4項の両方を満たす技術者が5名
以上いること（監理技術者）



1億円以上の工事に特認営業所（みなし本社）の評価を追加
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陸上工事については、①「旧市町村に主たる営業所あり」、②「管内に主たる営業所の有無」、③「管内に特認
営業所あり」④「なし」の４段階評価とし、特認営業所についての評価を設ける。

①特別簡易型の陸上工事については、特認営業所の評価を追加する。

○特別簡易型（陸上工事、海上工事） カッコ内は海上工事

評　価　基　準 現行 変更

・工事の確実かつ円滑な実施体制としての拠点

【評価内容】

管内に特認営業所あり － (0.3) 0.4(0.3)

評　価　項　目
配点の変更

旧市町村に主たる営業所あり 1.2 (－) 1.2  (－)

なし     0(0)     0(0)

当該工事の施工箇所が属する旧市町村または
管内における営業所の所在

管内に主たる営業所あり 0.6(0.6) 0.8(0.6)

・今回の変更内容については、平成30年４月からの適用とする。



1億円未満の工事（陸上）に特認Ａの評価を追加
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②特別簡易型【事後評価・同時提出タイプ（地域企業育成）】の
陸上工事について、特認Aを評価する。

・本方式では、地域に根ざした「地域の企業」の評価を優先したいため、特認営業所の評価は基本的
に行わないものとするが、特認営業所の中でも、より地域への密着度や貢献度が高い営業所につい
ては「特認A」として区分し、本社に準じる評価を行う。

・陸上のみ適用する。

主たる営業所 本社

特認営業所

①当該管内での長期間の営業活動実績（開設後10年経過）
②当該管内での最近5ヵ年の県工事（土木一式）の元請受注実績の有
無
③20名以上の常時勤務者がいること、このうち10名以上は当該管内
在住であること
④建設業法第15条第２号イ及び第26条第4項の両方を満たす技術者
が5名以上いること（監理技術者）

特認A

①当該管内での長期間の営業活動実績（開設後50年経過）
②当該管内での最近5ヵ年の県工事（土木一式）の元請受注実績の有
無
③20名以上の常時勤務者がいること、このうち10名以上は当該管内
在住であること
※③の当該管内在住10名以上のうち半数(5名)以上は、当該管内在住
期間が18年以上であること。ただし、長崎県離島留学制度を活用し
て在住したものは、管内在住期間(18年）とみなす。
④上記の技術者5名以上に加え、県発注工事に関し、専ら当該管内の
工事に配置技術者として従事する一級技術者が5名いること。（上記
の監理技術者と重複可）
⑤-1特認営業所の土地・社屋について自社が所有していること
⑤-2特認営業所が地区の建設業協会に所属し、災害支援協定に基づ
く活動の備えがあること。



○特別簡易型【事後評価・同時提出タイプ（地域企業育成）】（陸上工事）

評　価　基　準 新設

・工事の確実かつ円滑な実施体制としての拠点

【評価内容】

評　価　項　目
配点の変更

旧市町村に主たる営業所あり 0.9

当該工事の施工箇所が属する旧市町村または
管内における営業所の所在

管内に主たる営業所あり 0.68

旧市町村に特認Aあり 0.45

管内に特認Aあり 0.23

なし 0
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陸上工事については、①「旧市町村に主たる営業所あり」、② 「管内に主たる営業所あり」、 ③ 「旧市町村に
特認Aあり」、 ④「管内に特認Aあり」、⑤「なし」の５段階評価とし、特認Aについての評価を設ける。

・今回の変更内容については、平成30年７月からの適用とする。



変更内容（配点例：特別簡易型【事後評価・同時提出タイプ】）

企業の施工能力「工事成績評定」

○工事成績評定 0.4 ○工事成績評定 0.4

0.3 0.3

0.2 0.2

0.1 0.1

0.0 0.0

※変更内容：工事成績評定実績の少ない工種においては従来の2年間から5年間に変更する。

【評価内容】
過去５ヶ年度の公告する工事と同一工事種別の工事成
績評定の平均点

【評価内容】
過去２ヶ年度の公告する工事と同一工事種別の工事成績
評定の平均点

Ａ：80点以上

Ｂ：78点以上80点未満

Ｄ：74点以上76点未満

Ｅ：74点未満
　　工事成績評定なし

Ａ：80点以上

Ｂ：78点以上80点未満

Ｄ：74点以上76点未満

Ｅ：74点未満
　　工事成績評定なし

評価項目・評価内容 評価項目・評価内容

現　　　行 変　　　更　

評価基準 評価基準

Ｃ：76点以上78点未満 Ｃ：76点以上78点未満

総合評価落札方式の評価内容の変更２
成績評定対象期間の延長（2年間を5年間とする）
【対象工種】建築一式、PC上部工等（土木一式、ほ装、とび・土工・コンクリート以外）

現行の評価内容

・企業の施工能力における「工事成績評定」の評価項目については、企業の最新の施工能力を反映するために、

過去２ヶ年度における公告する工事と同一工事種別の工事成績評定の平均点を評価している。
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今回の変更
・建築一式工事などの工事成績評定実績の件数が少ない工種においては、より適切に企業の施工能力を評価するために、

工事成績評定実績の対象期間を過去５ヵ年度とする。

【対象工種】建築一式、PC上部工等（土木一式、ほ装、とび・土工・コンクリート以外）

・今回の変更内容については、平成30年４月からの適用とする。



総合評価落札方式の評価内容の変更３
社会貢献活動Aの評価 ①災害支援に関する活動(災害支援協定の締結者について),②評価段階の追加

現行の評価内容

・過去５ヶ年度において、当該工事の施工管内で合計10回以上、１年度に4回以上の社会貢献活動（公共施設の清掃・美化活動、

災害支援に関する活動〔災害支援協定に基づく支援活動〕）を評価。

※災害支援協定とは「大規模災害並びに事故発生時における支援活動（社会貢献）に関する協定」等の協定を長崎県の各地方

機関長と各業界団体の長が締結したものをいう
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今回の変更

・災害支援に関する活動〔災害支援協定に基づく支援活動〕については、協定を地方機関長ではなく県土木部長で締結している

場合もあることから、締結者が「長崎県土木部長」の場合の記載を加える。

・評価基準となる活動回数について、比較的規模の小さい企業等の実績も評価できるよう、合計5回以上かつ1年度に2回以上の

実績の評価を追加する。

・今回の変更内容については、平成30年４月からの適用とする。

変更内容（配点例：特別簡易型【事後評価・同時提出タイプ】）
地域貢献度「社会貢献活動の実績A」

○社会貢献活動Ａ ○社会貢献活動Ａ

0.5
Ａ：合計10回以上、
      かつ1年度に4回
      以上の実績あり

0

Ｂ：合計10回以上、
      もしくは1年度
      に4回以上の実
      績なし

0.5
Ａ：合計10回以上、
      かつ1年度に4回
      以上の実績あり

B：合計5回以上、
      かつ1年度に2回
      以上の実績あり

0.25

0

C：合計5回以上、
     もしくは1年度
     に2回以上の
     実績なし

【評価内容】
･過去5ヶ年度において、施工管内における社会貢献活動
（公共施設の清掃・美化活動、災害支援に関する活動）
･対象となる社会貢献活動
　災害支援に関する活動
　①災害支援協定に基づく支援活動
　②災害支援協定に基づく支援活動を想定した訓練で
　　所属団体の長が○○振興局長と連携して実施する
　　もの
　③災害支援協定に基づく支援活動に必要とする資材・
　　機材等の総点検で、所属団体の長が実施するもの
（※「災害支援協定」とは「大規模災害並びに事故発生
　時における支援活動（社会貢献）に関する協定」等の
　協定を長崎県の各地方機関と各業界団体の長が締結し
　たものをいう）

【評価内容】
･過去5ヶ年度において、施工管内における社会貢献活動
（公共施設の清掃・美化活動、災害支援に関する活動）
･対象となる社会貢献活動
　災害支援に関する活動
　①災害支援協定に基づく支援活動
　②災害支援協定に基づく支援活動を想定した訓練で
　　所属団体の長が長崎県土木部長もしくは○○振興
　　局長と連携して実施するもの
　③災害支援協定に基づく支援活動に必要とする資材・
　　機材等の総点検で、所属団体の長が実施するもの
（※「災害支援協定」とは「大規模災害並びに事故発生
　時における支援活動（社会貢献）に関する協定」等の
　協定を長崎県土木部長もしくは各地方機関と各業界団
　体の長が締結したものをいう）

現　　　行 変　　　更　

評価項目・評価内容 評価基準 評価項目・評価内容 評価基準
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【周知１】工事成績評定一覧表の提出について

工事成績評定の評価に伴う、工事成
績評定一覧表の提出を要する工種の
拡大。
土木一式工事以外の工種を対象

適正な評価を実施するため、相互の
評価値を照合を行う。
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【周知２】
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【周知２（参考）】
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【周知３】

建築一式工事における
CPD評価について

長崎県 土木部 建設企画課
総合評価班
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【現状】

・建築一式工事では総合評価においてCPDの実績が評価されていない。

・企業単位におけるCPDの実績が少ない。
（実績を有する企業が、土木一式の88％に対し、建築一式44％：主観点評価）

（CPD：継続教育「Continuing Professional Development」、土木のCPDSは、S「System」が付いたもの)

【課題】

・建築一式工事ではCPD対象の講習会を受講しても総合評価で評価されない。

・技術者が技術力を継続して向上させていくためにはCPDが有効、企業単位の
CPDの実績を増やすことで、企業の技術力向上を促す必要がある。

【方針】

○建築一式工事の総合評価方式でCPDの評価項目を追加する。

《スケジュール》平成30年度から暫定運用、平成31年度以降を本運用予定

これを契機に見直し

・県内に建築施工管理技士会が設立され、建築施工管理技士を

対象としたCPD受講の窓口が整備された。（H28)

建築一式工事におけるCPD制度について
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簡易型

配点（案）

土木一式工事と同様の配点とする。ただし、導入する初年度（H30年度）は、建築一式工事ではCPDの
実績が少ないため、暫定運用として、満点：36単位以上(0.5) と 中間：18単位以上36単位未満
(0.25点)も行う3段階評価とする。H31年度からは36単位以上(0.5)・未満(0)の2段階評価とする。
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特別簡易型

配点（案）

企

業

の

施

工

実

績

工

事

成

績

施

工

実

績

件

数

工

事

表

彰

年

間

受

注

高

の

状

況

Ｃ

Ｐ

Ｄ

/

Ｃ

Ｐ

Ｄ

Ｓ

基

幹

技

能

者

の

配

置

小

計

工

事

実

施

体

制

拠

点

地

域

の

施

工

実

績

社

会

貢

献

活

動

Ａ

社

会

貢

献

活

動

Ｂ

小

計

2 0.7 1.2 0.4 0.7 3 1.1 0.5 0.5 0.1 0.2 2.4 0.6 0.6 0.2 0.1 1.5 0.5 0.1 0.5 5 10

2 0.7 1.2 0.4 0.7 3 1.0 0.4 0.4 0.1 0.3 0.2 2.4 0.6 0.6 0.2 0.1 1.5 0.5 0.1 0.5 5 10

－ 0.7 1.2 0.4 0.7 3 0.9 0.4 0.4 0.2 0.6 0.3 0.1 2.9 1.2 1.1 0.5 0.2 3 0.5 0.1 0.5 7 10
（参考）
土木一式

（特別簡易型）

計

技

術

者

表

彰

技

術

者

の

施

工

実

績

資

格

技

術

者

の

工

事

成

績

工

事

種

別

現行
建築一式

（特別簡易型）

（案）
建築一式

（特別簡易型）

加

算

点

合

計

計

地域要件
下

請

け

次

数

の

制

限

企 業 の 施 工 能 力

企業の実績関係
労

務

賃

金

の

支

払

い

評 価 項 目 及 び 配 点

施

工

計

画

従

業

員

数

配置予定技術者

土木一式工事と同様の配点とする。ただし、導入する初年度（H30年度）は、建築一式工事ではCPDの実
績が少ないため、暫定運用として 満点：36単位以上(0.3) と 中間：18単位以上36単位未満中間の配点
(0.15点)も行う3段階評価とする。H31年度からは36単位以上(0.3)・未満(0)の2段階評価とする。
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年度
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

平成30年度 平成31年度

C
P
D
対
象
期
間

総
合
評
価
へ
の
C
P
D
導
入

平成28年度 平成29年度

暫定運用開始

本運用

今後の導入スケジュール

主観点評価と同様に、公告日の属する年度の
前年度の10月31日から遡った1年間に取得した単位を評価する

周知期間とする
(評価対象となる期間
が終わっている）

平成29年度は周知期間、平成30年度は受講期間が短いため暫定運用期間とし、
平成31年度から本運用。

暫定運用とは
(評価対象期間が短いため、

18単位から評価対象とする)
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【周知４】
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